
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）

今回基準値の設定を行う水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）は

次のとおりです（農薬登録保留基準については参考１を参照）。

農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどう

かの基準を定める等の件（昭和46年３月農林省告示第346号）第３号の規定に基づ

き、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準（平成18年12月環境省告示第

143号）を改正し、下表左欄の農薬の成分の公共用水域における水産動植物被害予

測濃度について下表右欄の基準値を新たに設定します。

なお、新たに設定する基準値は改正告示の公布の日から適用することとしま

す。

２－クロロエチルホスホン酸（別名エテホン） 7,100 μg／l

Ｓ，Ｓ－（６－メチルキノキサリン－２，３－ジイル）ジチオ 1.5 μg／l

カーボネート（別名キノメチオナート又はキノキサリン系）

１－（２－クロロベンジル）－３－（１－メチル－１－フェニ 90 μg／l

ルエチル）ウレア（別名クミルロン）

２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－１，３，５－トリアジ 29 μg／l

ン－２－イルアミノ）－２－メチルプロピオノニトリル（別名

シアナジン）

１－［（ＥＺ）－２－シアノ－２－メトキシイミノアセチル］ 560 μg／l

－３－エチルウレア（別名シモキサニル）

２，２，２－トリフルオロエチル＝（Ｓ）－［２－メチル－１ 1,800 μg／l

－（ｐ－トルオイルアミノメチル）プロピル］カルバマート

（別名トルプロカルブ）

１Ｌ－（１，３，４／２，６）－２，３－ジヒドロキシ－６－ 10,000 μg／l

ヒドロキシメチル－４－［（１Ｓ，４Ｒ，５Ｓ，６Ｓ）－４，

５，６－トリヒドロキシ－３－ヒドロキシメチルシクロヘキサ

－２－エニルアミノ］シクロヘキシル＝β－Ｄ－グルコピラノ

シド（別名バリダマイシンA又はバリダマイシン）

２－メチルビフェニル－３－イルメチル＝（１ＲＳ，３ＲＳ） 0.0058 μg／l

－３－［（Ｚ）－２－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロ

パ－１－エニル］－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキ

シラート（別名ビフェントリン）

別紙



３－［５－（ジフルオロメトキシ）－１－メチル－３－（トリ 0.74 μg／l

フルオロメチル）ピラゾール－４－イルメチルスルホニル］－

４，５－ジヒドロ－５，５－ジメチル－１，２－オキサゾール

（別名ピロキサスルホン）

２，４’－ジクロロ－α－（ピリミジン－５－イル）ベンズヒ 600 μg／l

ドリル＝アルコール（別名フェナリモル）

（ＲＳ）－２－メトキシ－Ｎ－メチル－２－［α－（２，５－ 120 μg／l

キシリルオキシ）－ｏ－トリル］アセトアミド（別名マンデス

トロビン）

（ＲＳ）－２－（４－クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１， 970 μg／l

２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ヘキサンニトリル

（別名ミクロブタニル）

１，１－ジメチルピペリジニウム＝クロリド（別名メピコート 6,700 μg／l

クロリド）


